
対象：市民の皆さま

新型コロナウイルス感染症対策に関する支援情報
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★特別定額給付金
国が定めた基準日（令和２年４月27日）において、市の住民基本台帳に登録されている人を対象に一律
10万円を給付します。
申請方法は、オンライン申請と郵送申請の２つ。
申請期間は、５月19日（火）から８月18日（火）の３カ月間です。忘れずに申請してください。

問：市企画政策課　0537-85-1161（平日 8:15～17:00）

★御前崎市小規模店舗応援スーパープレミアム商品券 

消費者への購買意欲の向上と収入が減少した世帯への生活支援などを目的に、御前崎市スーパープレミ
アム商品券を販売します。
※詳細は７ページへ

問：市商工観光課　0537-85-1135（平日 8:15～17:00）

★子育て世帯への経済的支援 （商品券）

子育て世帯では、臨時休校や登園自粛などにより家庭での食費や光熱費など経済的負担が増加していま
す。そこで、子育て世帯への経済的支援として、御前崎市スーパープレミアム商品券を無償で支給しま
す。※詳細は７ページへ

問：市こども未来課　0537-85-1120（平日8:15～17:00）
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○こころの健康相談
こころの悩みやストレスに関する相談を受け付けます。

問：市福祉課　0537-85-1121（平日8:15～17:00）

○生活相談 （生活保護・生活困窮者自立支援事業）

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業などにより生活が困窮
した人、住居を失った人、または失う恐れのある人の相談を受け付けます。

問：市福祉課　0537-85-1121（平日8:15～17:00）

○生活福祉資金貸付事業 （特例貸付）

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金にお困りの人を対象に、少額の貸し付
けをします。（静岡県社会福祉協議会受託事業）

問：社会福祉協議会　0548-63-5294（平日8:15～17:00）

★ DV 相談（新型コロナウイルス感染症の影響による DV 相談の特別ダイヤル）

新型コロナウイルス感染症に伴う外出自粛、休業などが実施される中、DVの増加・深刻化が懸念され
ることから、当面の間、相談窓口を拡充して受け付けています。

問：内閣府男女共同参画局　0120-279-889（24時間対応）
市福祉課　0537-85-1121（平日8:15～17:00）

○高齢者健康相談
高齢者の健康に関する不安や悩みに対し、理学療法士または保健師が電話相談に応じます。

問：市高齢者支援課　0537-85-1118（平日8:15～17:00）

○新型コロナウイルス感染症の予防に関する窓口相談
新型コロナウイルス感染症の予防に関する相談について適切に案内します。

問：市健康づくり課　0537-85-1123（平日8:15～17:00）

　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、厳しい状況に置かれている市民や事業者の皆さんが利用できる支援
制度や相談窓口をお知らせします。国や県、その他関係機関の情報も掲載しています。
　　（★マークは新型コロナウイルス感染症の影響により実施している事業です。〇マークは通常時でも実施している事業です）
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